
 「新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」

の一部改正について 

 

 新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例（以下「条例」という。）の

空き缶等の定義を実際にポイ捨てされているごみの種類に即した規定とし、飼い犬のふんの適切な

処理について定めることにより、より一層のまち美化を推進するため、下記のとおり条例を改正す

る。 

 

記 

 

１  概要 

⑴ 空き缶等の定義について 

飲料容器、たばこの吸い殻、ガムや紙くずを対象としている空き缶等の定義を、実際に捨てられ

ている食料の容器等（弁当、菓子、カップ麺その他の食料を収納する容器やストロー、割りばし、

串等飲食に用いる用具）も対象となる規定とする。 

⑵ 飼い犬のふんの適切な処理について 

飼い主等は飼い犬のふんを適切に処理しなければならないことについて、区民等の責務として規

定する。 

 

２  改正理由 

⑴ 国内外からの観光客を含めた区への来街者が増加する中、ポイ捨てごみ対策として区はこれまで、

地域、企業、ボランティア団体等とのキャンペ－ンやごみゼロ運動による周知啓発、委託による毎

日の道路清掃のほか、シネシティ広場の滞留者に対する指導・啓発や多くの来街者が訪れるハロウ

ィンには区職員等が街頭を巡回するなどの取組を実施してきた。（図１） 

一方で、繁華街や駅周辺において区の委託による繁華街道路清掃で収集するごみの量は年々増加

し、令和７年度はコロナ禍前を上回る量に達している。また、捨てられているごみは、缶やペット

ボトルが多いものの、昨今では弁当、菓子、カップ麺その他の食料の容器等が多く含まれており、

実態にあった、より効果的な対策が求められている。（図２） 

このような状況を踏まえ、実際に捨てられているごみの傾向と条例の規定が整合するよう改正し、

周知啓発を効果的に行うなど、より一層の対策を講ずる必要がある。 

⑵ 飼い犬のふんの適切な処理については、これまでチラシや区ホームページ等を通じた周知啓発や

注意喚起のプレートの配布などの取組により、マナー向上を図ってきた。 

一方で、道路や公園などの公共の場所では、犬のふんの放置が常態化している状況が、町会関係

者からの相談や公園清掃委託事業者等の報告で明らかになっている。令和７年度第一回区政モニタ

ーアンケートの設問「人と動物が共生するまちづくりについて、充実させた方がよい施策はあるか」

では、回答の 49％が「犬のしつけや飼い犬の飼育マナー向上の啓発」となっている。また、区にお

ける畜犬登録数は増加傾向にあり、令和 3 年度以降は毎年 5％以上の増加を続けている。多くの区民

がマナー向上へ向けた啓発の充実を望んでいる状況において、条例において飼い犬のふんを適切に

処理しなければならないことを明記することにより飼い犬の飼育マナー向上の啓発を強化し、さら

なる環境美化を図る必要がある。（図３） 
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３  改正内容 

別紙新旧対照表のとおり 

 

４  パブリック・コメントの実施（改正条例素案） 

   改正条例の素案について、次のとおりパブリック・コメントを実施し広く意見を募り、意見に対

する区の考え方は区ホームページで公表する。 

⑴ 実施期間 

   令和８年２月１６日（月）から令和８年３月１６日（月）まで 

⑵ 意見書の提出方法 

  ２月１５日号の広報新宿及び区ホームページで意見を募集し、郵送、ファックス、区ホームペー

ジ及びごみ減量リサイクル課窓口で受付する。 

⑶ 閲覧場所等 

  以下の場所で閲覧に供するとともに、区ホームページで公表する。 

ごみ減量リサイクル課、衛生課、区政情報課、区政情報センター、特別出張所、区立図書館 

⑷ 地域説明会 

  令和８年２月２５日（水） 午後２時から午後３時まで 第二分庁舎分館 

令和８年２月２６日（木） 午後６時から午後７時まで 戸塚地域センター 

   あわせて、より多くの区民に改正素案を周知するため、オンラインにより説明動画を配信する。 

図２ 繁華街のごみの量の推移 
（区実績） 

図３ 新宿区年度別畜犬登録数の推移（区実績） 

合計 

51,340 

66,679 

79,734 
84,766 

（東京都産業労働局｢東京都観光データカタログ｣の数値を元に区作成） 

（日時等は未定） 
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５  令和８年度補正予算 
⑴ 定義拡大に伴うポイ捨て対策強化に係るチラシ作成、路面表示による周知啓発に係る費用等 

⑵ 飼い犬のふんの適正な処理に係るチラシ作成、周知啓発に係る費用等 

 

６  今後のスケジュール（予定） 

令和８年２月１０日 環境建設委員会へ報告 

（条例改正に向けたパブリック・コメント実施） 

２月１６日～ 
パブリック・コメント実施(地域説明会 2月 25日㈬､2月 26日㈭) 

３月１６日 

    ５月上旬 政策経営会議（パブリック・コメントの実施結果） 

５月１３日 環境建設委員会（パブリック・コメントの実施結果） 

６月 

６月１２日･１５日 

第 2回定例会に上程 

環境建設委員会（議案審査） 

６月１９日 改正条例公布、飼い犬のふんの適正な処理の改正条例施行 

 （区ホームページに掲載、町会連合会で周知） 

１０月 １日 ポイ捨てごみの定義の改正条例施行 
 ※ポイ捨てごみの定義の改正条例については、美化推進重点地区における罰則の対象となるため周知

期間を３か月程度とし、１０月１日から施行する。 

 

７  今後の取組方針 

⑴ ポイ捨てごみ対策については、これまでの取組に加えて、繁華街においては観光振興協会、ＴＭＯ、

警察、地域団体、企業等とさらなる連携を図り、来街者に対して効果的に周知啓発を行う。 

⑵ 飼い犬のふんの適切な処理については、動物愛護週間、畜犬登録業務、予防接種等業務をとおし

て飼い主に的確な周知啓発を行う。 
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別紙 

 

新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例（平成８年条例第43号）新旧

対照表 

改正後 現行 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納し

ていた缶、瓶その他の容器、ストロー、割

り箸その他の飲食に用いる用具及びチュー

インガムのかみかす並びにたばこの吸い殻

及び紙くずをいう。 

(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納して

いた缶、瓶その他の容器並びにたばこの吸

い殻、チューインガムのかみかす及び紙く

ずをいう。 

(2)～(6) 略 (2)～(6) 略 

第３条 略 第３条 略 

（区民等の責務） （区民等の責務） 

第４条 区民等は、屋外で自ら生じさせた空き

缶等を回収容器等に収納し、又は持ち帰るこ

とにより、美化の促進に努めなければならな

い。 

第４条 区民等は、屋外で自ら生じさせた空き

缶等を回収容器等に収納し、又は持ち帰るこ

とにより、美化の促進に努めなければならな

い。 

２ 区民等は、その所有し、占有し、又は管理

する犬に散歩、運動等をさせるときは、ふん

を収納する用具を携帯し、その用具によりふ

んを適切に処理しなければならない。 

（新設） 

３ 区内に居住する者は、自宅及びその周辺に

おいて、清掃活動の充実等に努めなければな

らない。 

２ 区内に居住する者は、自宅及びその周辺に

おいて、清掃活動の充実等に努めなければな

らない。 

４ 区民等は、この条例の目的を達成するため

に区が実施する施策に協力しなければならな

い。 

３ 区民等は、この条例の目的を達成するため

に区が実施する施策に協力しなければならな

い。 

 

   附 則 

 

 この条例は、令和8年10月1日から施行する。ただし、第4条中第3項を第4項とし、第2項を第3

項とし、第1項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。 


